
　　　　　入間市における

・武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業特別会計

・入間市駅北口土地区画整理事業特別会計

・扇台土地区画整理事業特別会計

・狭山台土地区画整理事業特別会計

・国民健康保険特別会計

・後期高齢者医療特別会計

・老人保健特別会計

・介護保険特別会計

公営企業法適用

・水道事業会計

公営企業法非適用

・下水道事業特別会計

入間西部衛生組合

瑞穂斎場組合

埼玉県市町村総合事務組合

埼玉県都市競艇組合

埼玉県後期高齢者医療広域連合

彩の国さいたま人づくり広域連合

入間市土地開発公社

県営金子地区土地改良組合

埼玉県信用保証協会

3.公営企業
に係る特
別会計

地方公社・第三セクター等

1①.一般会計

一部事務組合・広域連合

～　健全化判断比率・資金不足比率算定における会計区分のイメージ図　～

1②.一般会計等に
属する特別会計

2.一般会計等以外
の特別会計の内、
公営企業に係る特
別会計以外の特別
会計
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